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石 川県税条例の一 部 を改正する条例をここに公布する。

平 成三 十 年三 月 三 十 一 日

石 川県知事谷 本 正 憲

石 川県条例第二十号

石 川県税条例の一 部 を改正する条例

石 川県税条例(昭和二 十 九年石川県条例第二 十 三 号 )の一 部 を次のように改正する。

第 二 十 八条第二 項 及び第三 項 中「第七十二 条 の 二 十 八第二 項 又は」を「 第 七十二 条 の 二 十 八第二 項 及び」に

改 める。

第 五十五 条 第 一 項 中 「 に よって」を「 に より」に改め、同項第二 号 中 「 ガ ス供給業」の下に「 ( ガス事業法

( 昭和二 十 九年法律第五十一 号 )第二 条 第五項に規定する一 般 ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガ

ス 導管事業以外のもののうち、同条第十項に規定するガス製造事業者及び電気事業法等の一 部 を改正する等の

法 律(平成二 十 七年法律第四十七号)附則第二 十 二 条 第 一 項 に規定する旧一 般 ガスみなしガス小売事業者(同

項 の義務を負う者に限る。 ) 以外の者が行うものを除く。 以 下この節において同じ。 ) 」を加える。

第 七十五 条 第 一 項 中 「 に おいては」を「 に は」に、「 。 以下」を「。 以 下この条及び第七十八条第二 項 第四

号 において」に、「一 戸 について」を「一 戸 」に、「 に ついてごを「)について」に改め、同項第三 号 中 「 に

係 る」を「の用に供する」に改め、同条第二 項 中 「 に おいては」を「 に は」に改め、同条第八項中「第 六項各

号 」を「第七項各号」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項

と し、同条第六項中「第 四項」を「 第 五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「ほ か、第一 項 の」

を 「 ほ か、」に、「 場 合の」を「 場 合における」に、「そ の他同項及び第二 項 」を「 そ の他の同項から第三 項 ま

で 」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及 び第二 項 」を「 か ら 第 三 項 まで」 に 、 「 場 合において

は 」を「 と きは」に、「 と きに限り」を「 と きに限り、」に改め、同項を同条第五 項 とし、同条第三 項 中 「 に お

い ては」を「 に は」に、「 前 二 項 」を「 前 三 項 」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二 項 の次に次の一一 項

を 加える。

3 知 事は、次の各号のいずれかに該当 す る場合には、当 該 土地の取得に対して課する不動産 取 得税について

は 、当該税額から百 五 十万円(当該士地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の

平 方メー ト ルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(法第七十三 条 の

二 十 四第三 項 に規定する耐震基準不適合既存住宅をいう。 以 下この条から第七十八条のこ ま でにおいて同じ。 )
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二 戸 についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二

百 とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額

を 減額する。

一 土 地を取得した者が当該土地を取得した日から一 年 以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅

を 取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十八条の二第一 一項 の規定に該当する場合に限

る 。)

二 土 地を取得した者が当該土地を取得した日前一 年 の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住

宅 を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十八条の二 第 一 項 の規定に該当する場

合 に限る。)

第 七十六条第一 項 中「又は第二 項 第 一 号 」を「、第二 項 第 一 号 又は第三 項 」に改め、「一 年 以内」の下に「、

同 条第三 項 第 一 号 の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から一 年 六月以内、同項第二 号 の

規 定の適用を受 ける土地 の取得(当 該士地 の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十八条の二 第 一 項

の 規定に該当することとなった日前に行われたものに限る。)にあっては当該土地の取得の日から六月以内」

を 加え、同条第二項中「又は第二項第一 号 」を「 、 第 二 項 第 一 号 又は第三項」に、「足る書類を添附して」を

「 足りる書類を添付 して」に改め、同条第三 項中 「 に よ って」を「 により」に、 「 におい ては」 を「には」に

改 める。

第 七十七条中「によって」を「により」に、「若しくは第二 項 第 一 号 」を「、第二 項 第 一 号 若しくは第三項」

に 改める。

第 七十八条第一 一項 中 「 又は第二 項 第 一 号 」を「、 第二 項 第 一 号 若 し くは第 三 項 目」に改める。

第 七十八条の二第一 一項 中 「 ( 法第七十三 条の二 十 七の二第一 項 に規定する耐震 基準不適合既存住宅をい う。

以 下この項及び第五項において同じ。 ) 」を削り、同条第五 項中「足る」を「足りる」に改める。

附 則第十一 条 第 一 項 中「平成三 十 年三月三十一 日 」を「平成三 十 三 年 三 月 三 十 一 日 」に改め、 同 条第二 項 中

「 若しくは第二 項 」を「から第三 項 まで」に改める。

附 則第十二 条 の こ の こ 中 「第十二項」を「第十三 項 」に改める。

附 則第十二 条 の 二 の 三 中 「 平成三十年三 月 三 十 一 日 」を「平成三十一 年 九月三十日」に改める。

附 則第十二 条 の 四 第 一 項 中「平成三 十 年三 月三十 一 日 」を「 平成三 十 三 年 三 月 三 十 一 日 」に改め、同項の表

1 i 
2
 

汽 力発電装置の助燃(軽油専焼バー ナ ー 及 び重油加熱バー ナ ー に よるものに限る。)

用 途
ガ スター ビ ン発電装置の動力源の用途

を

の

第 七号中

「 「汽力発電装置の助 燃(軽油専 焼バー ナー及び重油加熱バーナーによるものに限る。 ) の 用途

に 改め 同

表 中第八号を削り、第九号を第八号とし、 第 十号から第二十号までを一 号 ずつ繰り上 げ、同条第四項及び第五

項 中「平成三 十 年 三 月 三 十 一 日 」を「平成三十三年三月三十一 日 」に改める。

附 則

( 施行期日)

1 こ の条例は、平成三 十 年四月一 日 から施行する。

( 事業税に関する経過措置)

2 改 正後の第五 十五条の規定 は、この条例の施行の日以後に開始する事業 年度に係 る法人の事業 税 について

適 用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

( 不動産取得税に関する経過措置)

3 改 正後の第七十五条から 第七十八 条の二 までの規 定は、この条例の施行の日以後の不動産 の取得に対して

課 すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、な

お 従前の例による。

( 軽油引取税に関する経過措置 )
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改 正後の附則第十二 条 の四第一 項 の規定は、この条例の施行の日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽

油 引取税について適用し、同目前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例によ

る 。



4 平成30年 4月 3日(火曜日) 石川県公報 号 外
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